
国立大学法人大分大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成2４年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

14,462 10,750 3,604 106 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,344 8,478 2,842 24 （通勤手当）

11,141 7,866 2,830
24

420
（通勤手当）
（単身赴任手当）

◇

千円 千円 千円 千円

11,344 8,478 2,842 24 （通勤手当）

法人の長

A理事

B理事

C理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

期末特別手当（ボーナス）において、国立大学法人評価委員会が行う業績評価及び
業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、学長が、経営協議会の議を経て、標準支
給額の100分の10の範囲内で増額又は減額できることとしている。 なお、平成24年度
は増額又は減額での支給はなかった。

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、平成24年4月から本給月

額を0.5％相当引き下げるとともに、平成24年5月から平成26年3月までの間、本給

月額、調整手当、広域異動手当及び賞与に100分の9.77を乗じて得た額に相当す

る額を減ずることとした。

改定なし

改定なし

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、平成24年4月から本給月

額を0.5％相当引き下げるとともに、平成24年5月から平成26年3月までの間、本給

月額、調整手当、広域異動手当及び賞与に100分の9.77を乗じて得た額に相当す

る額を減ずることとした。

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、平成24年4月から本給月

額を0.5％相当引き下げるとともに、平成24年5月から平成26年3月までの間、本給

月額、調整手当、広域異動手当及び賞与に100分の9.77を乗じて得た額に相当す

る額を減ずることとした。



千円 千円 千円 千円

11,369 8,478 2,842 49 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,398 8,478 2,842 78 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

10,864 7,866 2,836 161 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,200 1,200
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

３　役員の退職手当の支給状況（平成2４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

　　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

摘　　要

E理事

B監事
（非常勤）

監事A

法人の長

理事A

A監事

D理事

法人での在職期間



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成2４年度における給与制度の主な改正点

昇格・降格
昇格：勤務成績が良好で、かつ本学が定める必要経験年数又は必要在級年数を
有している者は上位の職務の級に決定することが出来る。
降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することが出来る。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

　６月１日及び１２月１日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、
基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支
給割合を決定する。

昇　　　給
　１月１日に在職する職員に対し、前１年間におけるその者の勤務成績に応じて、
最高８号給上位の号給に昇給させることが出来る。

人件費については、法人運営費に占める割合が大きく、法人の運営のあり方に大きな影響を及ぼ
すことになるため、中長期的な視野に立った人件費管理を行う必要があり、中期計画期間中の予算
の年度展開を参考に、本学にて決定された当初予算の範囲内で、総額一括管理方式により運用。

国家公務員の給与水準・給与改定状況を考慮の上、人件費予算の範囲内で適正な給与水準を
決定。

本学の定めた個人評価の結果を基礎資料とし、職員の成績等に応じて、現に受けている本給の昇

給、昇格、降格及び賞与（６月、１２月）における支給割合の増減を行っている。

・特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、平成24年4月から本給月額を
平均 0.23％引き下げると共に、以下の措置を講ずる事とした。

（職員について）

・実施期間：平成24年5月～平成26年3月
・本給表関係の措置の内容：各本給表の級ごとに減額率（▲4.77％、▲7.77％、

▲9.77％）を定め削減
・諸手当関係の措置の内容：管理職手当（▲10％）、調整手当（本給表の級ごとに

定める率）広域異動手当（本給表の級ごとに定める率）、
期末・勤勉手当（▲9.77％）、超過勤務手当・休日勤務
手当・夜勤手当（減額後の本給を基礎として算出）

・国と異なる措置の概要：附属学校教員、附属病院医療系・看護系技術職員について
は、削減額と同額を業務特例手当として支給

（役員について）

・実施期間：平成24年5月～平成26年3月
・本給表関係の措置の内容：役員本給表の各号給（▲9.77％）
・諸手当関係の措置の内容：調整手当（▲9.77％）、広域異動手当（▲9.77％）、

期末特別手当（▲9.77％）
・国と異なる措置の概要：なし

・昇格制度の改正：最高号給を含む高位の号給から昇格した場合の本給月額の
増加額を縮減した（平成25年2月実施）



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,378 42.9 5,800 4,337 49 1,463
人 歳 千円 千円 千円 千円

293 46.7 5,282 3,949 53 1,333
人 歳 千円 千円 千円 千円

490 48.8 7,395 5,494 51 1,901
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

409 34.4 4,479 3,379 42 1,100
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 53.8 4,831 3,628 64 1,203
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 42.0 6,930 5,235 63 1,695
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 42.3 6,576 4,957 71 1,619
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

108 37.2 4,620 3,481 48 1,139
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 39.8 4,584 3,442 65 1,142

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

再任用職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（看護師）

うち賞与平均年齢

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院看護師）

平成２４年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員



人 歳 千円 千円 千円 千円

117 34.3 3,213 3,088 37 125
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

101 33.4 3,135 3,135 32 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 44.0 4,394 3,279 61 1,115
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 36.3 3,243 2,472 106 771
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 40.8 5,902 5,902 43 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 42.5 6,564 6,564 41 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注：常勤同様の勤務時間の在外職員の区分については、該当者がないため記載を省略した。
注：常勤同様の勤務時間の任期付職員の区分については、すべて年俸制適用者であるため記載を省略した。
注：「技能・労務職種」とは、調理師、自動車運転手、用務員等である。
注：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
注：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注：年俸制適用者は、すべて任期付職員である。

　　「教育職種（大学教員）」、「教育職種（附属義務教育学校教員）」及び　「医療職種（病院医療技術職員）」、
　　年俸制適用者の「事務・技術」については、該当者が各２人以下のため、当該個人に関する情報が特定
　　されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

注：常勤職員の「教育職種（外国人教師等）」、再任用職員の「総計」、「事務・技術」、非常勤職員の「事務・技術」、

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

年俸制適用者

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種



②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 1 － －

課長 19 52.7 6,645 7,112 7,676

課長補佐 23 54.1 5,856 6,064 6,192

係長 137 50.4 5,160 5,536 5,906

主任 67 43.5 4,551 4,832 5,123

係員 46 33.6 3,251 3,652 3,964

注：部長の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

　　　　注：年齢２０～２３歳、２４～２７歳の該当者はいない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

　　　　注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
　　　　注：年齢２０～２３歳の該当者はいないため、国の平均給与額のみ表示。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的
職位

注：「課長」には相当職である「事務長」、「課長補佐」には相当職である「副課長」及び「室長」、

　「係長」には相当職である「主査」及び「専門職員」を含む。
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 164 57.0 8,484 8,977 9,463

准教授 133 46.6 6,730 7,231 7,718

講師 50 44.5 6,010 6,522 7,113

助教 130 42.8 5,717 5,953 6,298

助手 6 41.7 4,416 5,220 5,925

教務職員 7 44.5 4,449 4,794 5,152

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 － －

副看護部長 3 57.2 － 6,554 －

看護師長 25 51.7 6,147 6,249 6,460

副看護師長 56 42.9 5,054 5,428 5,770

看護師 324 31.4 3,659 4,095 4,412

注：看護部長の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　あることから、平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。
注：副看護部長の該当者が３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　あることから、年間給与額の第１・第３分位は表示していない。

注：「看護師」には相当職である「助産師」を含む。

　　　　注：年齢２０～２３歳の該当者は４人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　　　　　あることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的
職位

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的
職位
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年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円



③

(事務技術職員)

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級
標準的 係員 係員 主任 係長 副課長
な職位 主任 係長 副課長 課長

人 人 人 人 人 人

293 8 41 129 83 24
（割合） （　2.7%） （　14.0%） （　44.0%） （　28.3%） （　 8.2%）

歳 歳 歳 歳 歳

31～24 57～26 57～35 59～44 59～40
千円 千円 千円 千円 千円

2,319～2,054 3,597～2,347 4,401～2,771 5,514～3,798 5,854～4,252

千円 千円 千円 千円 千円

3,057～2,706 4,731～3,101 5,841～3,724 7,270～5,130 7,456～5,830

区分 計 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級
標準的 課長 部長 部長 事務局長 事務局長
な職位 事務局長

人 人 人 人 人 人

8 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし

（割合） （　 2.7%） （　     %） （　     %） （　     %） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳 歳

59～46
千円 千円 千円 千円 千円

6,671～4,986

千円 千円 千円 千円 千円

8,718～6,645

(教育職員(大学教員))
区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 教務職員 助手 講師 准教授 教授
な職位 助教

人 人 人 人 人 人

490 7 136 51 132 164
（割合） （　 1.4%） （　27.8%） （　 10.4%） （　26.9%） （　33.5%）

歳 歳 歳 歳 歳

59～33 64～28 61～29 64～32 64～41
千円 千円 千円 千円 千円

4,317～3,272 5,360～3,044 6,057～3,373 6,372～3,780 8,265～4,737

千円 千円 千円 千円 千円

5,717～4,274 6,889～3,965 7,896～4,588 8,669～5,130 11,534～6,449

(医療職員(病院看護師))

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 看護師 副看護師長 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長
な職位 副看護部長 看護部長

人 人 人 人 人 人 人 人

409 該当者なし 324 56 25 3 1 該当者なし

（割合） （　 　　%） （　79.2%） （　13.7%） （　6.1%） （　 0.7%） （　0.2%） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

56～22 57～33 59～43 58～55
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,470～2,269 4,638～3,269 4,909～4,134 4,802～4,716

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,993～3,011 6,285～4,386 6,730～5,635 6,651～6,475

注：6級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが

　　あることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)
年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)
年間給与
額(最高～

最低)

人員

 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

人員

年齢（最高
～最低）



④

(事務・技術職員)

夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

63.3 61.6 62.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.7 38.4 37.6

％ ％ ％

          最高～最低 43.0～33.5 45.5～34.7 43.6～34.1

％ ％ ％

64.3 62.2 63.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.7 37.8 36.8

％ ％ ％

          最高～最低 38.8～32.9 46.3～34.1 42.7～33.5

(教育職員(大学教員))

夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

63.0 60.5 61.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

37.0 39.5 38.4

％ ％ ％

          最高～最低 49.6～33.9 51.7～35.2 50.7～34.6

％ ％ ％

64.4 62.3 63.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.6 37.7 36.7

％ ％ ％

          最高～最低 38.8～33.1 46.6～28.9 43.0～31.0

(医療職員(病院看護師))

夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

          最高～最低 　　～　　 　　～　　 　　～　　

％ ％ ％

63.7 64.1 63.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.3 35.9 36.1

％ ％ ％

          最高～最低 38.8～32.1 45.0～31.8 40.9～32.9

注：（医療職員(病院看護師))における管理職員は１人のため、当該個人に関する情報が
　特定されるおそれのあることから記載していない。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

区分



⑤

（事務・技術職員)
対国家公務員（行政職（一）） 81.4
対他の国立大学法人等 90.9

（教育職員（大学教員）)
対他の国立大学法人等 89.5

（医療職員（病院看護師）)
対国家公務員（医療職（三）） 102.7
対他の国立大学法人等 97.1

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

　　においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８８．７

参考 学歴勘案　　　　　　 ８２．０

地域・学歴勘案　　　８８．７

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員
／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　31.4％
（国からの財政支出額　11,262,531千円、支出予算の総額　35,828,807千
円：平成2４年度予算）

【検証結果】
指数の状況として、対国家公務員指数81.4、参考指数も80台といずれも国
家公務員の給与水準を下回っているが、本学の地域性・職員構成を勘案
した給与水準として、適正と考える。

【累積欠損額について】
累積欠損なし

【検証結果】
　――――

講ずる措置
引き続き国家公務員の給与体系に依拠し、給与水準の維持に努める。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　 ８１．４

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的
な
　理由

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努め
ていただきたい。



○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　 １０４．９

参考 学歴勘案　　　　　 １０３．７

地域・学歴勘案　　１０５．９

講ずる措置
看護職員の安定的確保のための方策を講じつつ、引き続き国家公務員の
給与体系に依拠し、給与水準の維持に努める。

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　９０．７

　（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、
　　　　平成２４年度の教育職員（大学職員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出
　　　　した指数である。

指数の状況

対国家公務員　１０２．７

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的
な
　理由

看護職員確保の方策として、給与減額支給措置による削減額と同額を手
当により支給しており、実質的に平成23年度ベースの給与水準を維持して
いる。このため給与減額した国家公務員との比較において相対的に指数
が上昇したものである。
【主務大臣の検証結果】
法人の看護職員の職員構成と国の職員構成が異なっていること、法人の
給与制度は国家公務員の制度と概ね同様であることから、給与水準は概
ね適正であると考える。

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　31.4％
（国からの財政支出額　11,262,531千円、支出予算の総額　35,828,807千
円：平成2４年度予算）

【検証結果】
指数の状況として、対国家公務員指数102.7、参考指数も国家公務員の給
与水準を数ポイント上回っているが、看護職員確保の方策として平成23年
度給与水準を維持したものであり、病院運営等を含めた経営的観点を勘
案した給与水準として、適正と考える。

【累積欠損額について】
累積欠損なし

【検証結果】
　――――

項目 内容



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成24年度）

前年度
（平成23年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項

基づき平成25年1月から以下の措置を講ずることとした。
役職員の退職手当について、国家公務員と同様の支給水準の引き下げを実施した。
・役員について講じた措置の概要：退職手当の額の算出において、本給月額に在職期間に
　応じた割合を乗じて得た額に100分の98（平成25年9月30日まで）を乗じて得た額とした。
　平成25年10月1日以降は100分の92、平成26年7月1日以降は100分の87とした。
・職員について講じた措置の概要：退職手当の額の算出において、支給率の調整として
　勤続20年以上の場合に100分の104を乗じていたものを退職理由、勤続年数にかかわらず
　100分の98（平成25年9月30日まで）とした。
　平成25年10月1日以降は100分の92、平成26年7月1日以降は100分の87とした。

注：「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に
　　係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「(１８)役員及び教
　　職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

最広義人件費
15,327,993 15,765,546 △ 437,553 （△2.8） （0.9）136,577

（17.4）

福利厚生費
1,650,405 1,630,497 19,908 （1.2） 107,649 （7.0）

非常勤役職員等給与
4,085,307 3,561,340 523,967 （14.7） 604,384

（△7.3）

（18.0）
退職手当支給額

779,017 1,075,769 △ 296,752 （△27.6） 119,057

給与、報酬等支給総額
8,813,264 9,497,940 △ 684,676 （△7.2） △ 694,513

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成22年度）からの増△減

「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に

①「給与、報酬等支給総額」については、対前年度比7.2％の減を実施することができた。
これは、該当する教職員枠の採用抑制効果と国の特例法に準じた給与減額支給措置に
よるものである。給与減額支給措置による削減額は623,955千円となるが、削減額と同額を
手当により支給する職種もあり、実際の削減額は473,411千円となった。
また、「最広義人件費」については、対前年度比2.8％の減となっているが、これは、給与
減額支給措置等による「給与、報酬等支給総額」の減少と退職者が前年度に比べ少なか
ったことに伴う「退職手当支給額」の減少と附属病院診療体制整備による看護師等の人員
増に伴う「非常勤役職員等給与」の増加による結果である。

②「退職手当支給額」については、退職者が前年度に比べ少なかったことに伴う減少と
「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）
に基づき役職員の退職手当支給基準を平成25年1月から見直したことによる減少である。
支給基準見直しによる削減額は、30,954千円となった。
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